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第４章  場外余熱利用について  

 

 エネルギー回収推進施設で回収した熱を利用する場外余熱利用施設についてまとめ

ます。  

 

１．  熱を送る方法  

ごみ焼却施設から近隣の施設に熱を送るために用いられる熱媒体としては、蒸気、

高温水、温水の 3 種類があります。  

積極発電を行う計画の場合、回収できるのは 40℃前後の低温水（水冷コンデン

サの場合）です。余熱利用の用途によっては、蒸気を使うか、あるいは、ヒートポ

ンプ等の設備と動力を追加して、より高温の温水を得る必要があります。  

 

表４－１  ごみ焼却施設からの熱供給媒体の種類と特徴  

種   類  特   徴  

蒸  気   気体   

100℃以上   

（ 熱 の 搬 送 可 能 距 離 は

2～3km 程度）   

・高い温度で熱を送ることができます。   

・高層の建物でも低い圧力で熱を送ることができます。   

・配管の途中で冷やされて液体となったもの (ドレン )を  

処理する必要があります。   

・蒸気が汚れないように、熱を利用する側の熱交換器   

 の材質等に注意を払う必要があります。   

高温水   液体 (130℃程度 ) 

圧 力 を か け て 水 を

100℃以上 の温度 に し

たもの   

（ 熱 の 搬 送 可 能 距 離 は

2km 程度）   

・高い温度で熱を送ることができます。   

・熱を利用する施設の熱交換器を小さくできます。   

・流量当たりの熱を送る能力が高いので、配管・設備機   

  器を小さくできます。   

・錆の発生を防ぐための薬液注入装置、高温水タンク、   

 加圧装置などの設備が必要です。   

温  水   液体 (40～80℃程度 ) 

通 常 の 圧 力 で 使 用 す る

温水   

（ 長 距 離 搬 送 に よ る 熱

損 失 は 比 較 的 小 さ い が

2km 以下が望ましい）   

・他の熱媒体と比較して温度が低いので、清掃工場の廃   

  熱を利用できます。   

・設備がシンプルです。   

・熱を利用する施設が大規模であると大流量となり設   

 備が大型となります。   

・供給温度が低い場合はヒートポンプ等が必要になりま

す。   
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２．余熱利用形態  

余熱利用の形態としては、地域冷暖房のような大規模なものから、温水プール、

のような中規模のもの、そのほか図書館等建物の冷暖房や入浴施設等小規模なもの

まで様々です。他都市での事例を表４－２に示します。  

 

 

図４－１  余熱利用施設の例（他都市）  

 

   ごみ処理施設の余熱利用として整備する場合、以下の様な点に留意して余熱利用施設

整備を行っていく必要があります。  

 

 

 

１．地域冷暖房のように大量の熱需要がないのであれば、温水を熱媒体とし

て使う等  シンプルな方式とすることが望まれます。 

２．清掃工場の定期点検補修、突発的な故障により、熱の供給が停止する時

期がありますので、熱を利用する施設側にバックアップ設備が必要で

す。   

３．余熱利用施設の維持管理費、熱供給管等の維持補修費を要します。   
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表４－２ 余熱利用事例 

施設規模

（t/d)

竣工年度

総余熱利

用量

（GJ)

発電出力

（kW）

浴室

(サウナ)
プール

レジャー

プール
体育館

アスレ

チック

ジム

スタジオ
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

ルーム
野球場 運動広場

グラウン

ド等

フィール

ドアスレ

チック施

設

テニス

コート

ゲート

ボール

パターゴ

ルフ場

ラケット

ボール

コート

ウォーキ

ングコー

ス

屋内

テニス

コート

屋内

ゲート

ボール場

熱帯植物

温室
植物館

企画展示

ホール
シアター 資料室 図書館 会議室

多目的

ホール
集会施設 養護学校

福祉セン

ター
生活館 老人会館 和室

リラクゼ

ーション

ラウンジ

レストラ

ン

喫茶・食

事コーナ
その他

1 １～３号炉 675 S50 93,968 2,000

2 ４号炉 195 H7 194,535 5,000

3 足利市 南部クリーンセンター 300 S58 224,410 ○
研修ｾﾝﾀｰ

○
農業用温

室

4 水戸市 小吹清掃工場 390 S59 217,137 1,990 ○
○

農業用温

室

5 姫路市 市川美化センター 330 H4 683 1,200 ○ ○ ○
芝生広場

6 笠間・水戸環境組合 環境センター 105 H4 20,698 ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 八王子市 北野清掃工場 100 H6 22,505 ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 大和市 環境管理センター 450 H6 187,562 3,100 ○ ○ ○ ○ ○

9 市川市 市川ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 600 H6 198,277 7,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 衣浦衛生組合 ごみ処理場 190 H7 33,869 ○ ○

11 福井坂井地区広域市町村圏組合 清掃センター 222 H7 ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 周南地区衛生施設組合 恋路クリーンセンター 330 H7 151,113 1,900 ○ ○

13 甲府市 環境センター 360 H7 60 1,950 ○ ○ ○ ○

14 尾三衛生組合 東郷美化センター 200 H9 16,878 ○ ○ ○

15 湖西市 環境センター 120 H10 20 ○ ○ ○ ○

16 多摩ニュータウン環境組合 多摩清掃工場 400 H10 16,303 8,000 ○ ○ ○

17 盛岡市 環境部クリーンセンター 405 H10 336,712 1,500 ○ ○ ○ ○ ○
アリーナ

○ ○

18 松本西部広域施設組合 松本クリーンセンター 450 H10 891,000 6,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 西多摩衛生組合 環境センター 480 H10 16,303 6,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 東京都 新江東清掃工場 1,800 H10 857,300 50,000 ○ ○

21 東京都 墨田清掃工場 600 H10 246,300 13,000 ○ ○ ○

22 八王子市 戸吹清掃工場 300 H10 235,368 2,080 ○

23 東京都 北清掃工場 600 H10 284,700 11,500 ○ ○

24 東京都 港清掃工場 300 H11 531,700 13,400

25 東京都 豊島清掃工場 200 H11 264,200 13,400

26 柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合 クリーンセンターしらさぎ 171 H11 37,256 ○ ○ ○ ○

27 児玉郡市広域市町村圏組合 小山川クリーンセンター 228 H12 20,879 2,400 ○ ○ ○ ○

28 登別市 クリンクルセンター 123 H12 1,671 ○ ○ ○ ○

29 東京都 中央清掃工場 300 H13 419,400 13,400 ○ ○ ○

30 東京都 渋谷清掃工場 200 H13 152,200 13,400

31 京都市 東北部クリーンセンター 700 H13 15,000 ○ ○ ○

32 横浜市 金沢工場 1,200 H13 3,549,206 35,000 ○

33 佐世保市 東部クリーンセンター 200 H13 351,389 1,990 ○

34 高知市 高知市清掃工場 600 H13 744,369 9,000 ○

35 岡山市 東部クリーンセンター 450 H13 1,217,160 12,100 ○ ○ ○ ○
○

ｷｯｽﾞｺｰﾅ

36 筑西広域市町村圏事務組合 環境センター 240 H14 185,815 3,800 ○ ○ ○ ○ ○
○

ｷｯｽﾞｺｰﾅ

37 川口市 朝日環境センター 420 H14 154,684 12,000 ○ ○ ○

38 佐賀市 佐賀市清掃工場 300 H14 636,185 4,500 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39 東京都 板橋清掃工場 300 H14 456,100 13,200 ○ ○ ○ ○

40 豊橋市 資源化センター 400 H14 310,464 8,700 ○ ○ ○

41 常陸太田市 清掃センター 100 H14 67,672 ○

42 西いぶり廃棄物処理広域連合 西胆振地域廃棄物広域処理施設 210 H15 179,392 1,980 ○ ○ ○ ○ ○

43 高松市 南部クリーンセンター 300 H15 554,680 2,800 ○ ○ ○ ○

44 東京都 多摩川清掃工場 150 H15 174,400 6,400 ○ ○

45 大阪市 平野工場 900 H15 27,400 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

46 仙台市 松森工場 600 H16 398,902 17,500 ○
露天風呂

○ ○
○

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

○
ﾌｯﾄｻﾙ

○ ○
○

ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ

47 東京都 足立清掃工場 350 H17 532,100 16,200 ○ ○ ○ ○

48 柏市 第二清掃工場 250 H17 1,603,757 2,500 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

49 佐野市 みかもクリーンセンター 128 H20 61,448 1,990 ○ ○ ○ ○

50 さしま環境事務組合 さしま環境センター 206 H20 28,788 3,000 ○ ○ ○ ○

51 浜松市 西部清掃センター 450 H20 9,600 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○

余熱利用施設・併設施設

○ ○○豊中市伊丹市クリーンランド ○

施設概要

市町村・組合名 施設名
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３．熱利用可能な規模 

    ア．熱源 

ごみ発電施設での熱利用方法としては、発電への比重の置きかたで熱源の取り方に幾つかの

方法があります。発電を優先する順に示すと以下のようになります。 

 

  a. 発電最優先（水冷式コンデンサ 1）設置） 

    発電能力を損なわず、40℃前後の温水が取れます。暖房や融雪散水等にはそのまま使えま

すが、冷房にはそのままでは使えません。入浴施設のような人に直接触れる利用方法では、

熱交換器を利用しますが、その場合得られる温水は 30℃前後となります。（温水プールにはそ

のまま利用できますが、入浴には加温が必要です。） 

  b. 蒸気タービンを抽気式 2)にする 

    発電能力をそれほど損なわず、百数十度の蒸気を利用できるようにして余熱利用の幅を広

げます。蒸気タービンの規模がある程度大きなものに適します。 

  c. 高圧蒸気利用 

    回収熱量を最大限利用できますが、利用する分だけ発電能力は低下します。 

   

1)：水冷式コンデンサ：発電後の蒸気を水で冷やして水に戻す装置。ごみ発電施設では、空気で冷やす方式が普通で

すが、水で冷やすことで発電出力を上げる効果があがります、その半面大量の温排水が出ます。 

  2)：抽気復水式：発電用タービンの途中の圧力の点で一部の蒸気を抽出してプラント用あるいは熱利用用として使う

形式のタービン。プラント用あるいは熱利用用蒸気は発電用より必要な蒸気温度、圧力が低いため、これらには

直接発生蒸気を使わず、ある程度発電に使った後の蒸気を供給する方式。 

 

イ．整備ケースによる熱利用の違い 

計画中の施設整備では、余熱利用計画でもケースにより若干異なってきます。 

 

    ケース１ ボイラによる熱回収以外に既設炉の温水熱交換で場内熱利用分を賄えます。 

    ケース２ １期工事終了後はタービン１基でケース１とほぼ同様の状況です。 

２期工事終了後はタービンが２基構成となります。 

 

ウ．場外余熱利用施設供給可能な熱量について 

３炉構成の施設の場合、２炉運転が中心となりますが、切替時等１炉運転の場合も出てくる

と思われますので、場外熱利用施設を１炉運転時でも供給できる熱量で計画するものとします。 

 

 

1 炉基準ごみ時の供給可能熱量概算 

 供給可能熱量  約 7～10GJ/h 
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場外熱利用施設例と必要な熱源を表４－３に、ケース別に利用可能な場外余熱利用例を表４－４

に示します。高効率発電を目指す場合、発電に影響なく熱利用可能な 40℃程度の低温水で暖房、温

水として利用するプランが相応しいと思われます。入浴施設にもボイラでの加温で利用でき（燃料

費を節減できる）、冷暖房にもヒートポンプ 1)の利用等で対応は可能です。 

1)空気や低温の水等の熱エネルギーを集めて空調や給湯などに熱利用する技術。 

 

表４－３ 熱利用施設例と必要な熱源 

熱利用施設例 

必要な熱源 

必要熱量概算 
蒸気 高温水 

温水 

(高温) 

温水 

(低温) 

図書館等（100 ㎡暖房のみ） ○ ○ ○ ○ 0.1GJ/h 前後 

図書館等（100 ㎡冷暖房） ○ ○ ○ ▲ 0.1GJ/h 前後 

入浴施設（20 人/h） ○ ○ ○ ▲ 0.4GJ/h 前後 

温水プール（25m＋子供用） ○ ○ ○ ○ ２GJ/h 前後 

熱帯植物園（1000 ㎡） ○ ○ ○ ○ ２GJ/h 前後 

地域冷暖房(100 世帯) ○ ○ ○ ▲ ８GJ/h 前後 

        ○：利用可能 ▲：そのままでは利用できない（加温等必要） 

 

表４－４ ケース別の利用可能な場外余熱利用例（1 炉運転時） 

 
余熱利用施設例 

温水 

（低温） 

蒸気 

（ﾀｰﾋﾞﾝ抽気） 

蒸気 

(高圧蒸気) 

ケース１ 

ケース２ 

（１期工事後） 

図書館等（暖房） ○ - ○ 

図書館等（冷暖房） ○（加温） - ○ 

入浴施設 ○（加温） - ○ 

温水プール ○ - ○ 

熱帯植物園 ○ - ○ 

地域冷暖房 × - （○） 

ケース２ 

（２期工事後） 

ケース３ 

図書館等（暖房） ○ ○ ○ 

図書館等（冷暖房） ○（加温） ○ ○ 

入浴施設 ○（加温） ○ ○ 

温水プール ○ ○ ○ 

熱帯植物園 ○ ○ ○ 

地域冷暖房 × × （○） 

○：利用可能、×：利用できない、（○）発電丌可、－：規模が小さく抽気ﾀｰﾋﾞﾝ丌適 
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4．余熱利用方法について 

場外余熱利用としては、様々な利用方法が考えられます。計画施設においても大規模な地域冷

暖房以外ならば、様々な余熱利用が可能です。 

  表４－２にあるとおり、事例数としては、温水を大量に使う温水プールや浴室の例が多いです

が、冷暖房等への利用はどのような施設にも供給可能です。 

本施設整備が、現中央清掃センター敷地あるいは隣地で行われる場合、既存施設への熱供給の

一例として、最も近くの施設である、ふれあい健康センター（小山市施設）の入浴設備用（熱量

約 0.3GJ/h）、あるいは県立温水プールのプール用（熱量約 4.7 GJ/h）に熱供給することも可

能であり、設備拡張に対応することも可能です。 

場外余熱利用については、焼却施設ができることによって、その余熱を有効利用した形で、市

民がより喜んで利用できる施設を今後も検討していきます。また、余熱利用施設建設には県から

の寄付金制度もありますので、それらも有効に活用します。 

 

 

 

 


